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毎週水曜、区役所本庁舎の窓口時間を午後7時まで延長しています。取り扱い業務の詳細については各担当窓口へご確認ください。

※収入から家賃(一定額)を控除で
きる場合があります。詳細は窓
口へご相談ください。

収入の目安

260万円以下1人

176万円以下0人

総収入(年間)扶養人数

440万円以下4人

500万円以下5人

320万円以下2人

380万円以下3人

受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
貸
付
相

談
窓
口
で
は
︑
中
学
�
年
生
・
高
校

�
年
生
等
の
受
験
生
が
い
る
世
帯
に

対
し
︑
学
習
塾
・
受
験
対
策
講
座
等

の
受
講
費
用
や
高
校
・
大
学
等
の
受

験
費
用
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
て
い

ま
す
︒
貸
付
条
件
な
ど
制
度
の
詳
細

は
︑
お
気
軽
に
電
話
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
︒

▢人
次
の
す
べ
て
に
該
当
し
︑
中
学

�
年
生
︑
高
校
�
年
生
の
こ
ど
も

︵

歳
未
満
︶
を
養
育
し
て
い
る
方
︒

20
○
世
帯
の
生
計
の
中
心
者

○
収
入
が
一
定
基
準
以
下
で
あ
る
こ

と
︵
別
表
参
照
︶

○
預
貯
金
等
資
産
の
保
有
額
が
�
�

�
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

○
土
地
・
建
物
を
所
有
し
て
い
な
い

こ
と
︒
た
だ
し
︑
現
在
住
ん
で
い

る
住
宅
・
土
地
に
つ
い
て
は
除
く

○
貸
付
対
象
者
お
よ
び
養
育
し
て
い

る
こ
ど
も
が
と
も
に
都
内
に
�
年

地
方
税
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
︑
﹁
江
東
区
特
別
区

税
条
例
﹂
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
︒

○
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の

延
長
及
び
拡
充

適
用
期
限
を
居
住
年
が
平
成

年
29

で
あ
る
も
の
ま
で
�
年
間
延
長
し
︑

そ
の
う
ち
平
成

年
�
月
か
ら
平
成

26

年
末
ま
で
に
居
住
し
た
場
合
の
住

29民
税
の
控
除
限
度
額
を
最
大
�
�
�
︑

�
�
�
円
ま
で
拡
充
し
ま
す
︒

○
延
滞
金
の
割
合
の
見
直
し

平
成

年
�
月
以
後
に
対
応
す
る

26

延
滞
金
の
割
合
に
つ
い
て
︑
特
例
基

準
割
合
の
定
義
を
改
め
る
と
と
も
に
︑

本
則

・
�
％
へ
の
特
例
の
創
設
に

14
以
上
居
住
し
て
い
る
こ
と

○
生
活
保
護
世
帯
で
な
い
こ
と

○
本
資
金
の
連
帯
保
証
人
に
な
っ
て

い
な
い
こ
と

○
他
の
公
的
資
金
の
返
済
を
滞
納
し

て
い
な
い
こ
と

○
同
一
世
帯
で
な
い

歳
以
上
の
連

20

帯
保
証
人
�
人
が
確
保
で
き
る
こ

と
︵
収
入
要
件
あ
り
︶

﹇
貸
付
金
の
対
象
範
囲
・
金
額
﹈

○
学
習
塾
等
受
講
料
：
学
習
塾
︑
各

種
受
験
対
策
講
座
︑
通
信
講
座
︑

補
習
教
室
に
か
か
る
受
講
料
︒
中

学
�
年
生
・
高
校
�
年
生
等
と
も

に

万
円
ま
で
︵
上
限
︶

20

○
受
験
料
：
高
校
︑
大
学
︑
専
修
学

校
︑
各
種
学
校
の
受
験
料
︒
中
学

�
年
生
は


�
︑
�
�
�
円
︵
�

回
当
た
り
上
限


万
�
︑
�
�
�

円
・
�
回
分
ま
で
︶
高
校
�
年
生

等
は
�
�
�
︑
�
�
�
円
︵
�
回

当
た
り
上
限
�
�
︑
�
�
�
円
・

�
回
分
ま
で
︶

﹇
返
済
の
免
除
﹈こ
ど
も
が
高
校
︑
大

学
等
に
入
学
し
た
場
合
は
貸
付
金
の

返
済
が
免
除
に
な
り
ま
す
︒

﹇
受
付
時
間
﹈平
日
午
前
�
時
～
正
午
︑

午
後
�
時
～
�
時

▢問
受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
貸
付

相
談
窓
口
︵
区
役
所


階
区
民
ホ
ー

ル
︶

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

よ
り
引
き
下
げ
ま
す
︒

○
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度

の
見
直
し

平
成

年

月
以
後
に
実
施
す
る

28

10

特
別
徴
収
に
つ
い
て
︑
区
外
に
転
出

し
た
場
合
︑
普
通
徴
収
に
切
り
替
え

て
い
た
も
の
を
一
定
期
間
特
別
徴
収

と
し
て
継
続
し
ま
す
︒
ま
た
︑
�
月

か
ら
�
月
に
特
別
徴
収
す
る
税
額
を

前
年
度
分
の
年
税
額
の


分
の
�
に

相
当
す
る
額
と
し
ま
す
︒
こ
の
見
直

し
に
伴
う
公
的
年
金
に
係
る
年
税
額

に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

▢問
課
税
課
税
務
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

現
在
︑
所
得
税
や
消
費
税
な
ど
の

国
税
申
告
︵
ｅ
︱

Ｔ
ａ
ｘ
︶
︑
自
動
車

保
有
関
係
手
続
き
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
︑
ご
自
宅
の
パ
ソ

コ
ン
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ

て
手
続
き
で
き
ま
す
︒
電
子
証
明
書

と
は
︑
申
請
を
行
う
際
に
﹁
な
り
す

ま
し
で
な
い
こ
と
﹂
﹁
改
ざ
ん
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
﹂
を
証
明
す
る
も
の

で
す
︒
詳
し
く
は
︑
公
的
個
人
認
証

サ
ー
ビ
ス
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
︵

▢HP
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︶
を
ご

覧
く
だ
さ
い
︒

電
子
証
明
書
を
利
用
す
る
に
は

申
請
者
本
人
が
︑
自
宅
な
ど
の
パ

ソ
コ
ン
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

で
き
る
こ
と
が
必
要
で
す
︒
ま
た
︑

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
購
入

と
︑
前
述
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら

の
利
用
者
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ソ
フ
ト
の

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
と
イ
ン
ス
ト
ー
ル
が

必
要
で
す
︒

電
子
証
明
書
の
取
得
方
法

電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
は
発
行

日
か
ら
�
年
間
で
す
︒
希
望
す
る
方

は
︑
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
︵
住
基

カ
ー
ド
︶
と
官
公
署
発
行
の
写
真
付

き
身
分
証
明
書
︵
運
転
免
許
証
・
パ

ス
ポ
ー
ト
・
在
留
カ
ー
ド
等
︶
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
︒
写
真
付
き
の
住
基

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
住
基
カ
ー

ド
の
み
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
︒

申
請
に
は
ご
本
人
が
お
越
し
く
だ

さ
い
︒
住
基
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な

い
方
は
︑
事
前
に
住
基
カ
ー
ド
の
申

請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
︵
手
数

料
�
�
�
円
︶
︒
電
子
証
明
書
の
受

付
は
平
日
午
後
�
時
ま
で
で
す
︒
ま

た
︑
今
年
は
平
成

年
度
に
電
子
証

22

明
書
を
取
得
し
た
方
の
更
新
時
期
で

す
︒
特
に
�
月
以
降
は
毎
年
︑
窓
口

が
混
雑
し
ま
す
の
で
︑
早
め
の
手
続

き
を
お
勧
め
し
ま
す
︒
※
出
張
所
で

は
電
子
証
明
書
の
手
続
き
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
︑
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒

▢場
区
民
課
住
民
記
録
係
︵
区
役
所



階
�
番
窓
口
︶
▢費
�
�
�
円

▢問
区
民
課
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ

ム
担
当

☎
(
�
�
�
�
)
�
�


�

区
で
は
︑
解
雇
な
ど
に
よ
り
離
職

し
た
方
で
︑
就
労
能
力
と
就
労
意
欲

の
あ
る
方
に
対
し
て
︑
住
宅
支
援
給

付
と
し
て
賃
貸
住
宅
の
家
賃
を
支
給

し
な
が
ら
︑
常
用
就
職
に
向
け
た
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
︒

﹇
支
給
対
象
者
﹈次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
方

①
支
給
申
請
時
に
お
い
て
離
職
後



年
以
内
お
よ
び

歳
未
満
の
方

65

②
離
職
前
に
自
ら
の
労
働
に
よ
り
賃

金
を
得
て
︑
主
と
し
て
世
帯
の
生

計
を
維
持
し
て
い
た
方
︒
た
だ
し
︑

離
婚
等
に
よ
り
申
請
時
に
世
帯
の

生
計
の
中
心
者
と
な
っ
て
い
る
場

合
は
対
象

③
就
労
能
力
お
よ
び
常
用
就
職
の
意

欲
が
あ
り
︑
次
の
�
点
が
実
行
で

き
る
方

・
公
共
職
業
安
定
所
で
の
職
業
相
談

を
月


回
以
上
受
け
る
こ
と

・
区
の
住
宅
就
労
支
援
員
の
面
接
支

援
を
月
�
回
以
上
受
け
る
こ
と

・
求
人
先
へ
の
応
募
等
を
原
則
週
�

回
以
上
行
う
こ
と

④
支
給
開
始
後
︑
次
の


点
の
い
ず

れ
か
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
方
︵
自
ら
の
就
職
活
動
で
就

職
可
能
で
あ
る
と
区
が
判
断
し
た

方
を
除
く
︶

・
就
職
す
る
た
め
に
必
要
な
日
常
・

生
活
支
援

・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
実
施
す
る
就
労

自
立
促
進
事
業
に
よ
る
支
援

⑤
住
宅
を
喪
失
し
て
い
る
︑
ま
た
は

賃
貸
住
宅
に
居
住
し
︑
住
宅
を
喪

失
す
る
恐
れ
が
あ
る
方

⑥
申
請
日
の
属
す
る
月
の
世
帯
の
総

収
入
が
次
の
金
額
未
満
も
し
く
は

以
下
で
あ
る
方

・
単
身
世
帯

�
�
︑
�
�
�
円
に
家
賃
額
︵
上

限
�
�
︑
�
�
�
円
︶
を
加
え
た

額
未
満

・


人
世
帯

�
�


︑
�
�
�
円
以
下

・
�
人
以
上
世
帯

�
�


︑
�
�
�
円
に
家
賃
額
︵
上

限
�
�
︑
�
�
�
円
︶
を
加
え
た

額
未
満

⑦
世
帯
の
預
貯
金
の
合
計
額
が
次
の

金
額
以
下
で
あ
る
方

・
単
身
世
帯

万
円

50

・
そ
の
他
世
帯

�
�
�
万
円

⑧
国
や
自
治
体
の
実
施
す
る
類
似
の

貸
付
ま
た
は
給
付
金
を
受
け
て
い

な
い
方

⑨
申
請
者
お
よ
び
同
居
の
親
族
の
い

ず
れ
も
が
暴
力
団
員
で
な
い
方

﹇
支
給
額
﹈次
の
金
額
を
上
限
と
し
て

家
賃
の
実
費
分
を
支
給

○
単
身
世
帯

�
�
︑
�
�
�
円

○


人
以
上
の
世
帯

�
�
︑
�
�

�
円

※
住
宅
支
援
給
付
支
給
額
は
直
接
︑

入
居
住
宅
の
貸
主
等
に
振
り
込
ま
れ

ま
す
︒

﹇
支
給
期
間
﹈

支
給
申
請
の
属
す
る
月
以
降
か
ら

開
始
し
︑
原
則
�
か
月
間
︒
た
だ
し

支
給
対
象
者
③
で
掲
げ
る
条
件
を
誠

実
に
実
施
し
て
い
る
方
は
︑
�
か
月

延
長
可
︒
さ
ら
に
︑
④
の
支
援
を
継

続
し
て
受
け
て
い
る
場
合
は
︑
�
か

月
再
延
長
可
︒

﹇
必
要
書
類
﹈

・
本
人
確
認
書
類

︵
運
転
免
許
証
︑
健
康
保
険
証
︑

住
民
票
の
写
し
︑
戸
籍
謄
本
等
︶

・
離
職
関
係
書
類

︵


年
以
内
に
離
職
し
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
書
類
︶

・
収
入
関
係
書
類
︵
給
与
明
細
︑
年

金
の
通
知
等
︶

・
預
貯
金
関
係
書
類
︵
通
帳
等
︶

﹇
深
川
地
区
︵
左
記
城
東
地
区
以

外
︶
の
方
の
問
合
先
﹈

保
護
第
一
課
︵
区
役
所


階

番
︶

24

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

﹇
城
東
地
区
︵
亀
戸
︑
大
島
︑
北
砂
︑

東
砂
︑
南
砂
︑
新
砂
︑
夢
の
島
︑
新

木
場
︑
若
洲
︶
の
方
の
問
合
先
﹈

保
護
第
二
課
︵
総
合
区
民
セ
ン
タ
ー

�
階
︶

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�


